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　東日本大震災の東京電力福島第一原子力発電所の事故から12年以

上が経過しました。被災地は、日々復興・再生に向けた動きが進んでお

ります。一方で、放射性物質に関して不安に感じる方もいらっしゃい

ます。消費者庁は地方公共団体を支援して、住民が消費する食品中の

放射性物質を消費サイドで検査し、安全性を確かめる取組を進めて

います。また、消費者の皆様が、測定結果や現在の食品の安全性を正

確に理解し、行動していただけるよう、消費者と専門家が共に参加し

て意見交換するシンポジウムなどを各地で開催しています。

　この冊子は、食品等の安全性や放射性物質に関して、消費者の皆様

が疑問や不安に思われることを、Q＆Aによって分かりやすく説明す

るよう努めました。理解の深まりや疑問の解消のお役に立てれば幸い

です。
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答 「放射線」は物質を透過する、高いエネルギー※を持った光線の一種や電子、原子核
などの粒子で、この放射線を出す能力を「放射能」といい、この能力を持った物質を

「放射性物質」といいます。
※原子を電離（イオン化：原子中の電子が増減すること）する力

懐中電灯に例えてみると、光が放射線、懐中電灯が放射性物質、光を出す能力が
放射能に当たります。

放射線には、アルファ（α）線、ベータ（β）線、ガンマ（γ）線、エックス（X）線、中
性子線などがあります。

放射線はこれらの種類によって持っているエネルギーの大きさ、物を通り抜け
る力が違いますので、それぞれ異なる物質で遮ることができます。
※α線、β線、中性子線は小さな粒子が高速で飛ぶ粒子放射線で、γ線、X線は電波や光などと同じ電磁波の波長

が短い電磁放射線です。

放射線、放射能、放射性物質は、
何が違うのですか。

問1

食品と放射能Q&A放射線の基礎知識・人体への影響1

■放射線の種類と透過力

出典：（一財）日本原子力文化財団「 ｢原子力・エネルギー｣図面集2016」を消費者庁が一部改変

α線を止める　　  β線を止める 　　γ線、X線を弱める　　　                  中性子線を弱める

紙 アルミニウム等の
薄い金属板か
プラスチック

水やコンクリート厚い鉛や鉄の板

アルファ（α）線

ベータ（β）線

ガンマ（γ）線

エックス（X）線

　

1

2

放射性物質が放射線を出す能力を表す単位が「ベクレル（Bq）」、放射線による人
体影響を表す単位が「シーベルト（Sv）」です。

全ての物質は、原子が集まって出来ています。原子の中心には陽子と中性子から
成る原子核があり、その周りを電子が回っています。

放射線は、陽子と中性子のバランスが悪く不安定な原子核が別の安定な原子核に
変化（崩壊）する際に放出されます。１Bq（ベクレル）は、１秒間に１個の原子核が崩
壊して放射線を出す放射能の量で、数値が大きいほど、放射線を放出して崩壊する
原子核の数が多いことになります。

ただし、放射性物質の種類によって放出される放射線の種類や強さが異なりま
す。Bq（ベクレル）で示した放射能が同じ数値であっても、放射性物質の種類や被
ばくの仕方が違えば、人体に与える影響の大きさは異なります。

このため、人間が放射線を受けた場合のがん等のリスクがどれくらいかといった
影響度を示す「Sv（シーベルト）」という単位を設けて、人体への影響を統一的に表
せるようにしています。

Sv（シーベルト）の数値が同じであれば、被ばくの状態や放射線の種類などの様々
な条件にかかわらず人体に与える影響の程度は同じということになります。
※Bq（ベクレル）の単位が使われる以前には、Ci（キュリー）という単位が使われており、1Ci（キュリー）

=37,000,000,000（3.7×1010）Bq（ベクレル）で換算できます。また、放射線の影響には、ある物質によって吸収さ
れた放射線のエネルギーを表すGy（グレイ）という単位が使われることもあります。

食品中の放射性物質の量 Bq（ベクレル）と内部被ばくによる人体影響 Sv（シー
ベルト）は、放射性物質の種類ごとに示された係数を使って換算できます（20ペー
ジ参照）。

答

放射線の単位「ベクレル」と
「シーベルト」は、どう違うのですか。

問2

1

2

3

4

元素の種類は、原子核の中にある陽子の数（= 原
子番号）で決まります。

また、陽子の数が同数の同じ元素でも、原子核内
の中性子の数が違うものがあります。こうしたも
のを同位体と呼んでおり、放射線を放出する不安
定な放射性同位体と、放射線を出さない安定同位
体があります。

例えば、水素の不安定な同位体であるトリチウム
は放射線を出して安定な同位体であるヘリウム3に
なります。

参 考

不安定（トリチウム） 安定（ヘリウム3）

陽子

中性子

電子

 

懐中電灯=
光を出す能力を持つ

放射性物質=
放射線を出す能力を持つ

光放射線

※光を浴びても身体が光るようにはならないのと同様に、放射線を浴びても身体が放射能を持つようにはなりません。 
放射性物質が皮膚や衣類に付着した場合に検出される放射線は、洗浄等で放射性物質を取り除けばなくなります。
放射線が人から人へうつることはありません。

※一般に言われる「放射能漏れ」とは「放射性物質漏れ」のことであり、放射線を出す放射性物質が原子力施設の外部に
漏れ出すことです。放射性物質が施設の内部にとどまり、放射線だけが漏れている場合は「放射線漏れ」となります。
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答 被ばくとは、人体が放射線を浴びることをいい、「外部被ばく」と「内部被ばく」
の２つがあります。

　「外部被ばく」とは、体の外にある放射性物質等から放出された放射線を受ける
ことです。
　「外部被ばく」は、放射性物質から離れれば、被ばく量が減ります（例えば、距離
が２倍になれば被ばく量は1/4になります。）。

　「内部被ばく」とは、放射性物質を含む空気、水、食物などを摂取して、体内に取
り込んだ放射性物質から放射線を受けることです。体内に取り込まれる主な経路
には、①飲食で口から（経口摂取）、②空気と一緒に（吸入摂取）、③皮膚から（経皮
吸収）、④傷口から（創傷侵入）の４通りがあります。
　「内部被ばく」は放射性物質が体内にあるため、体外にその物質が排出されるま
で被ばくが続きます。体内の放射性物質は、時間が経つにつれて減少します（12
ページ参照）。

外部被ばくでも内部被ばくでも、Sv（シーベルト）で表す数字が同じであれば、人
体への影響は同じ程度です。内部被ばくでは、体内での滞留状況に応じた放射性物
質からの被ばくが続くことを考慮して線量が計算されています（11ページ参照）。

なお、私たちは日常の生活の中でも自然放射線によって「外部被ばく」と「内部
被ばく」をしています（７ページ参照）。

「外部被ばく」と「内部被ばく」は、
どう違うのですか。

1

2

3

4

5

問3

私たちは原子力発電所事故とは関係なく、もともと自然界からある程度の量の放
射線を受けています（日本平均で１人当たり年間2.1mSv（ミリシーベルト）、世界平
均で１人当たり年間2.4mSv）。
※ mSv（ミリシーベルト）は、Sv（シーベルト）の1/1,000です。また、μSv（マイクロシーベルト）は、Sv（シーベルト）

の1/1,000,000（百万分の1）です。

地球が誕生した時から地球上には放射性物質があり、生物はずっと大地や大気か
ら外部被ばくや内部被ばくをしてきました。また、宇宙にはもっと多くの放射線が
飛び交い、一部は地上まで届いています。

食品にも天然の放射性物質が含まれており、カリウム40やポロニウム210等から
合わせて年間約１mSvの内部被ばくをしています。

自然界にもともと存在している放射線を自然放射線といいます。

  

食品と放射能Q&A放射線の基礎知識・人体への影響1

答

東京電力福島第一原子力発電所事故の前には、
身の回りに放射線はなかったのですか。

■私たちが1年間に受ける自然放射線　　 1人当たりの年間線量

1

2

問4

■天然の放射性物質による被ばく

日本人（体重60kg）の場合（Bq／人）

カリウム40   約4,000

炭素14   約2,500

出典：（公財）原子力安全研究協会「生活環境放射線データに関する研究」（1983年）を消費者庁が一部改変

※主なもののみ記載

Bq（ベクレル）/kg

※ 植物や動物の体を作る元素には、天然の放射性物質が一定の割合で含まれています（動植物にとって必要な元素であるカリ
ウムの0.012％程度が放射性物質であるカリウム40。）。これらを食べることや呼吸によって放射性物質を摂り込んでいる私
たちの身体にも、放射性物質が含まれています。

内部被ばく 外部被ばく

内部被ばく 外部被ばく

均
平
本
日

均
平
界
世

自然放射線の量は
地域差がある

自然放射線　2.1

自然放射線　2.4

食品0.99 宇宙0.3 大地0.33

大気1.26 食品0.29 宇宙0.39 大地0.48

出典：国連科学委員会（UNSCEAR）2008年報告書、（公財）原子力安全研究協会「生活環境放射線（国民線量の算定）第３版」（2020年）

単位：
線量（ミリシーベルト）

大気0.47
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食品と放射能Q&A放射線の基礎知識・人体への影響1

原子力発電所事故によって放出された放射性物質から放射線を受けると、自然
放射線による被ばくに加えて、事故由来の被ばくをすることになります。医療や
事故による放射線は、人工放射線といいます。

人工の放射性物質と自然の放射性物質とで放出される放射線に区別はなく、
シーベルトの数値が同じであれば、生物への影響も違いはありません。

3

問5

放射線による影響は、放射線の「有無」ではなく「どのくらいの量」を「どのくら
いの期間」で受けたかによります。

人間のような生物は日常生活の中で放射線を受けると、そのエネルギーにより
人体組織を構成する細胞の中のDNA（遺伝子）の一部に損傷を受けます。また、放
射線だけではなく、日常生活の様々なこと（ストレスやタバコ等）からもDNAは頻
繁に損傷を受けています。しかし、こうしたDNAの損傷に対して、生物はDNAを修
復する仕組み（生体防御機構）を持っていますので、ほとんどの細胞は修復され元
に戻ります。また、修復されない細胞のほとんどが細胞死して健康な細胞に入れ
替わります。

このように、私たちは常に少量の放射線を受けているにもかかわらず、健康へ
の影響を特に意識することなく普段の生活をしています。
※放射線によりDNAが損傷を受ける場合には、放射線がDNAに直接作用する場合と、体内の水分子に作用して

発生した活性酸素等により、間接的に損傷を受ける場合があります。間接作用を起こす活性酸素は、放射線以
外の原因でも日常的に発生し、DNAを損傷しています。生物はこれらの様々な原因で受ける、様々なタイプ
のDNA損傷に対して複数の修復機構を持っています。

しかし、一度に大量の放射線を受けると、DNAの修復が間に合わず、細胞死が
多くなり、細胞分裂が盛んな組織である造血器官、生殖腺、腸管、皮膚などの組織
に急性の障害（数週間以内に症状が出る）が起きるなどの健康影響が生じます。細
胞死がある量に達するまでは残っている細胞が臓器や組織の機能を補うため症
状は現れませんが、その量を超えると一定の症状が出てくることから、これを確
定的影響※といいます。

臓器や組織の機能が一時的に衰えても、その後、正常な細胞が増えれば、症状は
回復します。大量の放射線を浴び、組織や臓器の細胞のダメージが大きい場合に
は、影響が残る可能性があります。
※確定的影響には、それ以上放射線を受けると影響が生じる、それ以下では影響が生じないという線量があり、

これを「しきい値」といいます。

急性の障害などが起こらない量の放射線を受けた場合でも、まれに細胞の中の
損傷を受けたDNA（遺伝子）の修復が完全にできないなど、誤りが起こることがあ
り、修復が完全でないDNAを持った細胞が排除されず増殖すると、がんなどの健
康影響が生じることがあります。理論的には、たとえ１つの細胞に変異が起きた
だけでも、将来、がんなどの健康影響が現れる確率が増加することから確率的影
響※といいます。
※放射線防護の考え方では、安全サイドに立って、確率的影響にしきい値がないと「仮定」して、基準等を定めて

います。実際には一定の線量以下では、健康影響は報告されていません。

答

放射線は、人体へどのような影響を
与えるのですか。

1

2

3

4

・ＵＮＳＣＥＡＲ２００８年報告書
・ＩＣＲＰ２００７年勧告
・日本放射線技師会医療被ばくガイドライン
・新版　生活環境放射線（国民線量の算定）
   などにより、放医研が作成 (2018 年 5 月）

【ご注意】　 
１）数値は有効数字などを考慮した概数です。
２）目盛（点線）は対数表示になっています。
　　目盛がひとつ上がる度に１０倍となります。
※）1回は一度の検査全体での被ばく量です。

100Bq/kg の放射性セシウム137
（一般食品の基準値）が検出された

飲食物を18歳男子が 1kg摂取した場合

0.0013 mSv

出典：（国研）量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所作成の図を消費者庁が一部改変

0.47
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5

6

国際的な合意に基づく科学的知見によれば、100mSv（ミリシーベルト）未満
の低線量被ばくでは、放射線による発がんリスクの増加は、ストレスやタバコ等
他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さく、疫学的方法（11
ページ）では確認されていません。

※積算が同じ100mSvの被ばくであっても、長期被ばくの場合は、短期間での被ばくに比して、より健
康影響が小さいと推定されています。 子供や胎児でも、100mSv以下の被ばくでは、発がんリスク
等の差は確認されていません。

過去の事例・調査では、放射線被ばくによる、人間での遺伝性影響を示す根拠は
報告されていません。また、子供への遺伝性影響に、放射線被ばくの有無による差
は見られていません。

食品と放射能Q&A放射線の基礎知識・人体への影響1

変異からがん細胞が生
じる可能性がある（確
率的影響）

細胞死が多い場合、急
性障害が起きる（確定
的影響）

出典：環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料」を消費者庁が一部改変

 

障害なし 細胞死／
細胞変性

突然変異

人体 細胞
DNA

損傷
（化学変化）

修復酵素

修復成功 修復失敗 傷が残る

追加で受けた放射線の影響については、放射線を受けたグループでの健康影響の発生割合と、受け
ていないグループで自然に健康影響が発生する割合を比較する方法などにより評価します。

被ばくしていない集団 A と XmSv（ミリシーベルト）被ばくした集団 B の健康状態に統計学的に有
意な差があれば、XmSv 被ばくの影響といえます。

追加で受ける放射線の量が減ると健康影響が起こる割合が下がります。他の要因による影響に隠れ
てしまうほど低い線量レベルでは、被ばくしていない集団と統計学的に有意な差がなくなり、YmSv
の放射線による健康影響を証明することは難しいとされています。

参 考

XmSv被ばく
した集団 B

被ばくして
いない集団 A

YmSv 被ばく
した集団 C

統計学的に
差がある

統計学的に
差がない

■健康影響の例（放射線と生活習慣によってがんになるリスク）

出典：（国研）国立がん研究センター

放射線の線量
（ミリシーベルト） 生活習慣因子 がんの相対リスク※

1000 〜 2000
喫煙者
大量飲酒（毎日３合以上）

1.8
1.6
1.6

500 〜 1000
大量飲酒（毎日２合以上）

1.4
1.4

200 〜 500

やせ過ぎ（BMI<19）
肥満（BMI≧30）

運動不足
塩分の高い食品の取り過ぎ

1.29
1.22
1.19

1.15 〜 1.19
1.11 〜 1.15

100 〜 200
野菜不足
受動喫煙（非喫煙女性）

1.08
1.06

1.02 〜 1.03
100未満 検出不可能

※放射線の発がんリスクは広島・長崎の原爆による瞬間的な被ばくを分析したデー
タ（固形がんのみ）であり、長期にわたる被ばくの影響を観察したものではない。

※生活習慣による発がんリスクは40～69歳の日本人を対象とした調査 

■疫学的方法による放射線の影響の評価
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放射性物質の半減期とは、どういうものですか。
「物理学的半減期」と「生物学的半減期」、
「実効半減期」は、どう違うのですか。

問6

食品と放射能Q&A放射線の基礎知識・人体への影響1

答 放射性物質は放射線を放出して別の原子核に変化し、最終的には放射線を出さ
ない安定した物質に変わっていきます。したがって、放射性物質は、自然界に永久
に残るものではありません。放射能は時間が経つにつれて弱まります。

この変化の時間は、核種（放射性物質の種類）ごとに決まっており、元の放射性物質
が半分に減少するまでの時間を「物理学的半減期」と呼んでいます。 

一方、食品などと一緒に体内に取り込まれた放射性物質は、体内で一部吸収さ
れ血中に入り、呼気や汗、又は便や尿などの排せつにより体外に排出されます。こ
うした過程により体内の放射性物質が半分に減少するまでの時間を「生物学的半
減期」と呼んでいます。

物理学的半減期と生物学的半減期は並行して進みます。この、体内の実際の放射
性物質が半分に減るまでに掛かる時間を「実効半減期」と呼んでいます。　　　　 
　例えば、物理学的半減期が約30年と長いセシウム137が体内に取り込まれた場合
でも、約３か月で体内の放射性物質は約半分になります（50歳の場合）。

放射性物質の物理学的半減期は、放射性物質の種類によって決まり、調理等の
加熱処理などには影響を受けません。また、放射性物質を含む食品を冷凍した場
合も同様に、物理学的半減期は影響を受けません。

対象 物理学的半減期 生物学的半減期 実効半減期

セシウム137

～ 1歳

約30年

9日 約9日
～ 9歳 38日 約38日

～ 30歳 70日 約70日
～ 50歳 90日 約90日

ヨウ素131
乳児

約8日
11日 約5日

5歳 23日 約6日
成人 80日 約7日

1

2

3

4

 

半減期

半減期

半減期
半減期

最初の量

（時間）

放
射
能
の
量

物理学的半減期  　　　　　　　　　　   生物学的半減期

セシウム（Cs）___________	セシウムの放射性同位体のうち、セシウム134、セシウム137は、ウランが核
分裂した時に生成される人工の放射性物質です。呼吸や飲食によって体内
に入っても、特定の臓器に蓄積する性質（親和性）はありません。
物理学的半減期は、セシウム134が約２年、セシウム137が約30年です。

ストロンチウム（Sr）______	ストロンチウムの放射性同位体のうち、ストロンチウム90は、ウランが核
分裂した時に生成される人工の放射性物質です。口から摂取されたスト
ロンチウムの約20％が消化管から吸収されます。また、体内のストロンチ
ウムの99％は骨に蓄積します。

 物理学的半減期は約29年です。

ヨウ素（Ｉ）____________	  

トリチウム（3H/T）_______

プルトニウム（Pu）_______	プルトニウムは超ウラン元素の一つであり、原子炉の中でウランの一部
が変化して生成されます。口から摂取されたプルトニウムは消化管では
ほとんど吸収されません（0.05％）。また、皮膚からもほとんど吸収されま
せん。しかし、一部吸収され血中に入ったプルトニウムは、主に肝臓と骨
に蓄積し、長期間残留します。生物学的半減期は肝臓で20年、骨で50年程
度です。
数種類の放射性同位体があり、物理学的半減期は約５時間～ 82,600,000

（8.26×107）年と同位体の種類によって大きく異なります。

参 考

ヨウ素の放射性同位体のうち、ヨウ素131は、ウランが核分裂した時に生
成される人工の放射性物質です。体内に入ると甲状腺に集まりますが、ど
のくらい蓄積するかは、日常のヨウ素摂取量により異なります（日本では
海藻の摂取量が多く、ヨウ素も日常的に摂取しています。）。
物理学的半減期は約８日です。

トリチウムは水素の放射性同位体です。空気中の水蒸気や水など自然界
にも存在しているため、呼吸などによって体に取り込まれますが、速やか
に排出され、ほとんど体内に蓄積しません。
物理学的半減期は約12年です。
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トリチウムとはどのような物質ですか。問7

食品と放射能Q&A放射線の基礎知識・人体への影響1

答 トリチウムは、水素の「放射性同位体」です。地球上のほとんど(約99.99%)の水
素原子は、陽子1個でできた原子核と、電子1個で構成されています（軽水素、プロ
チウムと呼ばれます）。約0.01%の水素原子は、原子核が陽子1個＋中性子1個から
なる重水素（デューテリウム）で放射性物質ではありません。これらに加えて、ご
く微量、原子核が陽子1個＋中性子2個から構成される三重水素（トリチウム）が存
在しています。  

これらの水素原子の同位体は、陽子1個でできた原子核を持つ普通の水素原子
とほとんど同じ化学的性質を持っています。三重水素（トリチウム）の原子核は不
安定な状態にあり、半減期１２．３年で全体の半分のトリチウムが放射線を出し
て、徐々に安定な同位体であるヘリウム３に変化します。このため、トリチウムは
放射性物質の一種です。

トリチウムは、宇宙空間から地球へ常に降りそそいでいる「宇宙線」と呼ばれる
放射線（陽子や中性子）と、地球上の大気(窒素や酸素)が衝突することで、自然に発
生します。そのため、身の回りでは、主に酸素と結びついた「トリチウム水」のかた
ちで川や海などに存在しています。雨水や飲料水（※）、大気中の水蒸気にも含ま
れており（0.1 ～ 1Bq/L程度）、体内にも常に数十Bq（ベクレル）ほどのトリチウム
が存在しています。自然界では、1年あたり約7京Bq（ベクレル）のトリチウムが生
成されており、宇宙線と大気の相互作用に由来して自然界に存在するトリチウム
の量は、約100 ～ 130京Bq（ベクレル）と見積もられています。

また、トリチウムは人工的にも生成されています。1945年～ 1963年におこな
われていた核実験では、自然由来のトリチウムの存在量の１００倍以上の量が放
出され、現在でも環境中に存在しています。また、国内外にある原子力施設（原子
力発電所や再処理施設）でも、核分裂などを通じてトリチウムが生成されていま
す。なお、原子力施設由来のトリチウムは、各国の規制に基づいて管理されなが
ら、海洋や大気などに放出されています。自然界で発生するトリチウムと人工的
に作られるトリチウムは同じ構造の原子であり、区別することはできません。

1

2

3

4

トリチウムが放出する放射線（β線）は食品中に含まれるカリウム40などと比
較してエネルギーが低いため、空気中を約5ｍｍしか進むことができず、紙1枚で
さえぎることが可能です。内部被ばくの際の放射性物質１Bq（ベクレル）当たりの
人体への健康影響の程度（実効線量係数）をセシウム137及びカリウム40と比較す
ると、トリチウムの実効線量係数はセシウム137の約700分の１（有機結合型は約
300分の１）、カリウム40の約350分の１（有機結合型は約150分の１）とされてい
ます。また、水に含まれるトリチウムを生物が摂取しても比較的速やかに排出さ
れ、蓄積しないとされています。
※WHO の飲料水水質ガイドライン（第4版）では、飲料水に含まれるトリチウムの指標（ガイダンスレベル）は

10,000Bq/L となっています。

5
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（出典）経済産業省トリチウム水タスクフォース資料、多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会説明・公聴会

説明資料及び東京電力ホールディングス（株）「多核種除去設備等処理水の定義見直し及びタンクに保管されてい

るトリチウム量について」を基に作成 
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（出典）東京電力ホールディングス（株）の調査結果を消費者庁でグラフ化 
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ヒヒララメメ及及びび海海水水ののトトリリチチウウムム濃濃度度

ヒラメ（筋肉）(Bq/L)

海水 (Bq/L)

10   (=１兆)
12

福島第一原発タンク貯蔵量
7.8×10    Bq (2021)14

宇宙線等による生成
7 ×10    Bq/年16

ラ・アーグ(仏)再処理施設
1.4×10    Bq/年 (2015)16

10
15

10 (=100京)
18

10
21

[Bq（ベクレル） ]
核実験による放出 (1945-63)
(1.8 – 2.4) ×10    Bq20

平衡存在量
(1 – 1.3) ×10    Bq18 環境中存在量

2 ×10    Bq (2010)19

日本全国の降水中の存在量
2.2×10    Bq/年14

日本全国の原発からの海洋排出量合計
3.8×10    Bq/年 (事故前5年平均)14

トリチウムの放出・存在量

（出典）経済産業省トリチウム水タスクフォース資料、多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会説明・
公聴会説明資料及び東京電力ホールディングス（株）「多核種除去設備等処理水の定義見直し及びタンクに
保管されているトリチウム量について」を基に作成

（出典）東京電力ホールディングス（株）の調査結果を消費者庁でグラフ化
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　東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所（以下「福島第一原発」という。）の廃炉を着実に
進め、福島の復興を実現するために、ALPS処理水の処分は決して先送りできない課題であり、６年以上にわた
る多様な分野の専門家による検討を経て、令和３年４月13日、政府は安全性の確保と風評対策の徹底を前提に
２年程度後を目途に海洋放出を行う方針を決定し、安全確保、風評対策・なりわい継続に係る各取組を実施し
てきました。その後、令和５年１月13日には、安全確保と風評対策のために必要な具体策のメニューは概ね出
揃ってきているとの認識の下、具体的な海洋放出の時期について、同年春から夏頃を見込むと示しました。そ
の上で、令和５年８月22日、現時点で準備できる万全の安全確保、風評対策・なりわい継続支援策を講じている
ことを確認し、海洋放出の開始時期について、８月24日を見込むと示し、８月24日、ALPS処理水の海洋放出が
開始されました。
※ ALPSは、多核種除去設備（Advanced Liquid Processing System）の略称。

　「ALPS処理水」とは、福島第一原発の建屋内にある放射性物質を含む水について、トリチウム以外の放射性物
質を、環境中へ放出する際に適用される規制基準を満たすまで浄化処理した水のことです。処分する前に海水
で大幅に薄め、トリチウムの濃度についても環境中へ放出する際に適用される規制基準を大幅に下回るレベル
にしてから放出されています。
　ALPS処理水の海洋放出に当たっては、風評影響に対処するべく、モニタリングの実施及び測定結果の発信を
行っており、これまでのモニタリングの結果からは、トリチウム濃度は政府の基本方針（※）で定めた1,500
ベクレル/リットル、ＷＨＯの飲料水基準の10,000ベクレル／リットルに対して極めて低い数値であり、放出が
安全に進められていることを確認しています。
　なお、水産庁、環境省及び原子力規制委員会では、各モニタリングの測定結果について、ホームページにおいて
公表しています。
※「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針」（令和３年

４月13日 廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議決定）

　今後も、モニタリングの測定結果をはじめ、透明性高く国内外に情報発信を行っていくとともに、安全性の
確保や風評対策、なりわい継続支援策に取り組むこととしています。

　・水産庁「水産物の放射性物質調査の結果について」
https://www.jfa.maff.go.jp/j/housyanou/kekka.html

　・環境省「ALPS処理水に係る海域モニタリング情報」
https://shorisui-monitoring.env.go.jp/

　・原子力規制委員会「ALPS処理水に係る海域モニタリング」
https://radioactivity.nra.go.jp/ja/list/428/list-1.html

参 考
ALPS処理水の海洋放出について

食品と放射能Q&A放射線の基礎知識・人体への影響1

「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水の処分に関
する基本方針」に基づくＡＬＰＳ処理水の海洋放出方法

1　ALPS処理水の海洋放出については、東京電力が作成した、放出に関する詳細な計画（※）に基づき行われて
います。

　※ 「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水の処分に関する基
本方針」（令和３年４月13日 廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議決定）を受け東京電力が申請し、原子力規制委
員会が審査。

2　具体的には、ALPS処理水については、トリチウム濃度が1,500 Bq（ベクレル）/L（※）未満となるように希釈
されています。

　　なお、放出するトリチウムの年間総量については、事故前の福島第一原子力発電所の通常運転時の放出量
の目安（放出管理値）である年間22兆ベクレルを下回るように管理されています。

　※ 平成27年以降、福島第一原子力発電所周辺に設置した井戸から汲み上げた地下水を海へ放出する際に守るべき濃
度と同様の基準。トリチウムの環境中へ放出する際に適用される規制基準は60,000 Bq（ベクレル）/Lであり、処理水
についてはその40分の１となる。

３　放出に当たっては、環境中へ放出する際に適用される規制基準が順守されているか確認しています。
　　また、放出前及び後における海水中のトリチウム濃度のモニタリングが行われています。
　　なお、この際に、
　①　 分析結果の信頼性を確保するため、ＩＡＥＡの協力を得て、分析機関間の相互比較
　② 　東京電力が実施するモニタリングに農林水産業者や地元自治体関係者が参加
　③　 海洋環境の専門家等からなる会議体による海域モニタリングの実施状況の確認・助言
　　が行われるとともに、結果を公表し、モニタリングの客観性・透明性を担保することとされています。

４　トリチウム以外の放射性物質についても、環境中へ放出する際に適用される規制基準を確実に下回って
いることを確認しています。

　　なお、海洋に放出される水に含まれるトリチウム以外の放射性物質の濃度は、希釈前に規制基準を満たし
ていますが、海洋放出に際してALPS処理水が更に100倍以上の海水で希釈されるため、大幅に規制基準を下
回ることとなります（※）。

　※ 核種別に定められた濃度限度及びその比の総和の上限。原子力発電所の放出水に対する放射性物質濃度に関する
規制においては、放射性物質ごとに、人が通常１日に飲む量（成人：約2.6L）の水を１年間飲み続けた場合の影響が
1mSvとなる濃度を基準値として定めている（告示濃度限度）。さらに、それぞれの放射性物質の影響を合算した値に
ついても1mSv未満になるよう規制されている。

　※ トリチウムは酸素と結びつき、水とほぼ同じ性質の液体として存在しているため、水の中からトリチウムだけを分
離することは極めて困難です。

原子炉等規制法における環境中に放出する水の規制基準(告示濃度限度、Bq/L) の例
セシウム134 60 セシウム137 90
ストロンチウム90 30 トリチウム 60,000

５　これらに加えて、故障や停電などにより設備に機能不全が生じた場合やモニタリングにより異常
値が検出された場合には、安全に放出できる状況が確認されるまでの間、確実に放出を停止する体
制となっています。

参 考
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食品や飲料水に含まれる放射性物質に
関する規制は、どのようなものですか。

問1

答 平成23年３月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、食品
の安全性を確保する観点から、食品中の放射性物質に関するリスクを評価し、基準
値を設定し（19ページ参照）、地方公共団体においてモニタリング検査が実施され
ています（27ページ参照）。基準値を超過した食品は、回収・廃棄されるほか、基準値
の超過に地域的な広がりが認められる場合には、出荷制限を行い、基準値を超過す
る食品が市場に流通しないよう取り組んでいます。

食品に含まれる可能性のある危害要因（ハザード）が人の健康に与える影響につ
いて、科学的、客観的かつ中立公正にリスクを評価する機関が食品安全委員会です。

食品安全委員会は、現在の科学的知見に基づいた食品健康影響評価の結果とし
て、放射線による健康影響の可能性が見いだされるのは、自然放射線（日本では
2.1mSv（ミリシーベルト）/年）や医療被ばくなどの通常の一般生活において受ける
放射線量を除いた分の、生涯における追加の累積の実効線量が、おおよそ100mSv
以上と判断しました。

さらに、100mSv未満の健康影響については、放射線以外の要因の様々な影響と
明確に区分できない可能性があること等から、健康影響について言及することは
困難であると結論付けています。

おおよそ100mSvとは、健康への影響が必ず生じるという安全と危険の境界値で
はなく、食品について適切なリスク管理を行うために目安とする値です。

※ mSv（ミリシーベルト）は、Sv（シーベルト）の1/1,000（千分の１）です。また、μSv（マイクロシーベルト）は、Sv
の1/1,000,000（百万分の１）です。

1

2

また、国際的な食品の規格・基準を定めているコーデックス委員会（世界保健機
関（WHO）と国連食糧農業機関（FAO）の合同機関）が食品の特段の措置を採る必要
がないと考えられているレベルとして年間１mSv（ミリシーベルト）を採用した
ガイドラインを出していることや、モニタリング検査の結果で、多くの食品から
の検出濃度は、事故後の時間の経過と共に低下していることを踏まえて、食品か
ら追加的に受ける放射線の総量が年間１mSvを超えないようにとの考えの下に
厚生労働省は基準値を設定しました。

年間１mSvは、国際放射線防護委員会（ICRP）が、これ以上放射線防護対策を講
じても有意な線量の低減は達成できないとしている値でもあります。

暫定規制値
平成23年３月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故後、高濃度に放射性物質を含む食

品が流通しないよう、厚生労働省は同月17日、食品の安全性を確保するための緊急時の対応として、当
時の原子力安全委員会が定めていた原子力災害時における「飲食物摂取制限に関する指標」を、食品衛
生法上の暫定規制値として定めました。

この暫定規制値は、緊急を要するため通常の手続を経ずに定めたものであることから、その後、食品
安全委員会における食品健康影響評価を始め、厚生労働省、文部科学省及び消費者庁の審議・協議等を
経て、改めて食品衛生法に基づく放射性物質の基準値が定められ、平成24年４月１日から施行されて
います。

暫定規制値に適合している食品は、一般に健康への影響はないと評価されています。しかし、より一
層、食品の安全と安心を確保するため、放射性セシウムの年間の線量の上限値について、国際放射線防
護委員会の非常時の基準を踏まえた５mSvから１mSvに引き下げることを基本に、検討を進めました。

参 考

3

食品群 暫定規制値（Bq/kg）

飲料水

200牛乳・乳製品

野菜類

500穀類

肉・卵・魚  その他

食品群 基準値（Bq/kg）

飲料水 10

牛乳 50

乳児用食品 50

一般食品 100

放射性セシウムの暫定規制値

※暫定規制値については、参考欄を参照。

放射性セシウムの基準値

2 食品の放射性物質に関する規制 食品と放射能Q&A
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食品中の放射性物質からの影響は、
どのように計算するのですか。

問2

 

食品中の放射性物質から受ける放射線による人体への影響（内部被ばく）は、食
品中の放射性物質の濃度や摂取量及び実効線量係数を基に計算することができ
ます。

（例） 成人が１kg当たり10Bqのセシウム134と20Bqのセシウム137が含まれていた食品を１kg食べた場合 
10×1×0.000019（セシウム134の係数）+20×1×0.000013（セシウム137の係数）
=0.00019mSv+0.00026mSv=0.00045mSv

食品中の放射性物質からの内部被ばくによる影響度を換算する場合は、体内で
の滞留状況に応じた放射性物質からの被ばくが続くことを考慮して、一生分（成人
は50年間、子供は70歳まで）の影響を、安全側にみて、最初の１年にまとめて受け
ると考えます。これを預託実効線量といいます。

食品中の放射性物質から
受ける追加線量

（mSv（ミリシーベルト））

食品中の放射性物質の
濃度（Bq（ベクレル）/kg） 食品摂取量（kg） 実効線量係数= × ×

出典：環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料」

答 1

2

0歳 〜 2歳 〜 7歳 〜 12歳 〜 17歳 18歳〜

ヨウ素131 0.00018 0.00018 0.00010 0.000052 0.000034 0.000022

セシウム134 0.000026 0.000016 0.000013 0.000014 0.000019 0.000019

セシウム137 0.000021 0.000012 0.0000096 0.000010 0.000013 0.000013

トリチウム 0.000000064 0.000000048 0.000000031 0.000000023 0.000000018 0.000000018

カリウム40 0.000062 0.000042 0.000021 0.000013 0.0000076 0.0000062

■実効線量係数の例（経口摂取）　

※実効線量係数は、放射性物質の種類（核種）や影響を受ける方の年齢、摂取経路ごとに示されています。
※内部被ばくと外部被ばく（５ページ参照）ではBqとSvの換算係数が異なるため、外部被ばくによる影響を計算

する場合には、上記の係数は使用できません。

出典：国際放射線防護委員会（ICRP）「Publication 72」（1996）、食品安全委員会「食品中の放射性物質の食品健康影響評価について」

（mSv/Bq）

食品中の放射性物質の基準値は、
どのように決められたのですか。

問3

基準値は、食品から追加的に受ける放射線の総量が、国際的な指標にも沿った、
年間１mSv（ミリシーベルト）を超えないようにとの考えの下に、４つの食品区分
で設定されています（19ページ参照）。

飲料水は、全ての人が毎日摂取するもので代替ができず、その摂取量も大きく、
WHO（世界保健機関）が飲料水中の放射性物質の指標値（ガイダンスレベル）※を
示していること等から、これと同じ値である10Bq（ベクレル）/kgとしました。

この飲料水の基準値に、標準的なWHOの飲料水摂取率（２リットル/日）を勘案
すると、飲料水から追加的に受ける放射線量は年間約0.1mSvと計算されます。

答

量
総
の
量
線
加
追
る
け
受
ら
か
品
食

年
（

間
1

1mSv

約0.1mSv

飲料水

約0.9mSv
飲料水以外のもの

（一般食品・乳児用食品・牛乳）

基準値上限の飲料水を1年間摂取した場合…

（飲料水の基準値上限）10Bq（ベクレル）/kg
×

（標準的な飲料水摂取率）2L/日（2kg/日）
×

（1年間摂取した場合）365日
×

（実効線量係数（18ページ参照））＝

年間約0.1mSv（ミリシーベルト）

基準値

1mSv

年

1

2

※この値を超過した場合には、飲用不適という意味ではなく、原因調査のきっかけとなる数字です。

飲料水以外のものについては、「一般食品」、「乳児用食品」、「牛乳」に分けてい
ます。これらの食品から追加的に受ける年間放射線量が年間１mSvの基準から、飲
料水による線量（約0.1mSv/年）を差し引いた約0.9mSvを超えないように設定しま
した。

なお、加工食品も含む一つの区分として「一般食品」としたのは、
①個人の食習慣の違い（ご飯好き、パン好き、肉好き、野菜好き等、摂取する食品の

偏り）の影響を最小限にすること　
②消費者にとって分かりやすいこと　
③食品の国際規格・基準を策定するコーデックス委員会等の国際的な考え方と整

合すること
を考慮したためです。

3

2 食品の放射性物質に関する規制 食品と放射能Q&A
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年齢や性別の違いによる食品の摂取量と放射性物質の健康に与える影響を考慮
して食品中の放射性物質の限度値を割り出し、その中で最も厳しい限度値から、一
般食品の基準値「100Bq（ベクレル）/kg」を決定しました（23ページ参照）。

なお、食品中の放射性物質に関する基準値は、一般的な食生活の中で、基準値上限
の放射性物質を含む食品を食べ続けた場合でも、健康に影響を及ぼさない状況を
想定して設定しています。流通している食品の放射性物質は基準値上限よりも少
なくなっていますので、実際に食品から追加的に受ける放射線量はずっと小さい
値となっています（56ページ参照）。

■食品中の放射性物質に関する指標等（Bq/kg）
日本 コーデックス EU 米国

核種：放射性
セシウム※1,2

飲料水 10
牛乳 50
乳児用食品 50
一般食品 100

乳児用食品 1,000
一般食品 1,000

飲料水 1,000
乳製品 1,000
乳児用食品 400
一般食品 1,250

全ての食品 1,200

追加線量の
上限設定値※2 1mSv 1mSv 1mSv 5mSv

放射性物質を
含む食品の
割合の仮定値※2

50％ 10％ 10％ 30％

※１：本表に示した数値は、この値を超えた場合は食品が市場に流通しないように設定されている指標等の値です。
数値は、食品から受ける線量を一定レベル以下に管理するためのものであり、安全と危険の境目ではありません。
また、各国で食品の摂取量や放射性物質を含む食品の割合の仮定値等の影響を考慮してありますので、単に数値
だけを比べることはできません。

※２：コーデックス、EUと日本は、食品からの追加線量の上限は同じ１mSv（ミリシーベルト）/年です。日本では放
射性物質を含む食品の割合の仮定値を高く設定していること、年齢・性別毎の食品摂取量を考慮していること

（21ページ参照）、放射性セシウム以外の核種の影響も考慮して放射性セシウムを代表として基準値を設定して
いること（23ページ参照）から、基準値の数値が海外と比べて小さくなっています。

4

5

参 考

基準値は、乳幼児や胎児への影響も
考えて決められていますか。

問4

答 基準値は乳幼児を始め、全ての世代に配慮して決められています。
年齢や性別の違いによって、食品の摂取量や放射性物質の健康に与える影響は異

なります。そこで、年齢や男女の別、妊婦など10区分に分け、各区分別に、仮に食品
の50％※がある濃度レベルの放射性物質を含んでいて、それを食べ続けても追加的
に受ける年間の放射線量が年間約0.9 mSv（ミリシーベルト）を超えない値（食品中
の放射性物質濃度の限度値）を割り出すと以下の表のようになります。
※日本の食料自給の状況などを考慮し、流通する食品の50％（国産品の全て）が放射性物質を含む場合を仮定し

ています。

■年齢区分別の摂取量と放射性物質の健康に与える影響を考慮し限度値を算出

年齢・性別区分ごとの限度値は、13歳～ 18歳の男性の限度値120Bq（ベクレ
ル）/kgが最も厳しい（小さい）値になります。これを踏まえ、一般食品の基準値を

「100Bq/kg」とすると、全ての世代、性別に対して考慮された基準値となります。

1

2

年齢区分 性別 限度値（Bq/kg）

１歳未満 男女平均 460

１歳〜６歳
男 310

女 320

７歳〜 12歳
男 190

女 210

13歳〜 18歳
男 120

女 150

19歳以上
男 130

女 160

妊婦 女 160

基準値
100Bq/kg

年齢が小さくなるほど限度値が大きくなる傾向があるのは、年齢区分ごとの線
量係数の差よりも、食品摂取量の差の方が限度値の計算に大きく寄与しているた
めです。 

※ １歳未満の食品の平均１日摂取量は約0.4㎏で、13歳以上の男子では約2.1㎏です。

3

2 食品の放射性物質に関する規制 食品と放射能Q&A
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4 さらに、食品安全委員会が行った食品健康影響評価において、「小児の期間につ
いては、感受性が成人より高い可能性」が指摘されていることを考慮して、１歳未
満の乳児が食べることを目的に販売される「乳児用食品」と子供の摂取量が多い

「牛乳」の２区分については、流通品のほとんどが国産であるという実態からも、
全てが基準値上限の放射性物質を含んでいると仮定しても影響が出ないよう配
慮し、一般食品の基準値の２分の１の（２倍厳しい）50Bq（ベクレル）/kgを基準値
としています。

食品中の
放射性物質の
濃度（Bq/kg）

実効線量係数

実効線量係数

=

=

×

×

×

×
食品中の
放射性物質の
濃度（Bq/kg）

食品中の
放射性物質から
受ける
追加線量（mSv）

食品中の
放射性物質から
受ける
追加線量（mSv）

※乳幼児は少量の食事量全体で約 0.9mSv 以下とする必要がある一方で、中高生男子は多量の食事量全体で約 0.9mSv 以下とする 
　必要があるので、食品１kg 当たりの限度値が小さくなります。
 

食品中の放射性物質の基準値は、
放射性セシウム以外の核種から受ける影響は
考えられていないのですか。

問5

基準値は、平成23年の原子力安全・保安院の公表に基づき、東京電力福島第一原
子力発電所の事故により放出されたと考えられる核種のうち、物理学的半減期が
１年以上の放射性核種（セシウム134、セシウム137、ストロンチウム90、プルトニ
ウム238、プルトニウム239、プルトニウム240、プルトニウム241、ルテニウム106）
を考慮し、放射性セシウム以外の核種の影響を計算に含めた上で、食品から受け
る放射線量への寄与率が最も高く、測定が容易な放射性セシウムを指標としてい
ます。
※ 半減期が短く、既に検出が認められない放射性ヨウ素や、原発敷地内においても天然の存在レベルと変化の

ないウランについては、規制の対象としていません。

放射性セシウムはγ（ガンマ）線を出すので、短時間で放射性物質量が測定でき
ますが、ストロンチウム90等、放射性セシウム以外の核種は測定に時間が掛かり、
スピードが求められる食品の日常検査では対応が難しいという課題があります。

一方、放射性物質の土壌の濃度や土壌から食品への放射性物質の移行のしやす
さ等のデータから、食品からの放射性物質の影響は、放射性セシウムが大部分を
占め、放射性セシウム以外の核種からは、１割程度ということが分かっています。
※19歳以上の場合、放射性セシウム以外の核種からの線量は、多めに見積もって１割強。

そこで、放射性セシウムの寄与率（全体に占める割合）を算出し、合計して年間
１mSv（ミリシーベルト）を超えないように他の放射性物質の影響を考慮して放
射性セシウムの基準値を設定し、放射性セシウムだけを測定しても他の核種の影
響も含んで年間１mSvで管理できるような工夫をしています。

答 1

4

2

3

ストロンチウム
ルテニウム

プルトニウム

 

放射性セシウム

寄与率を考慮して放射性セシウムに代表させて管理

放射性セシウム以外の放射性物質も含んで年間1mSv

｝

2 食品の放射性物質に関する規制 食品と放射能Q&A
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加工した食品に、基準値はどのように適用
されるのですか。調理に使う「木炭」や

「薪」には、基準値があるのですか。

問6

2 食品の放射性物質に関する規制 食品と放射能Q&A

参 考
「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方
（令和５年３月30日改正）」原子力災害対策本部（抜粋）

Ⅱ 地方自治体の検査計画
１　基本的考え方（略）
２　検査対象自治体
　これまでの検査結果を踏まえ、栽培/飼養管理が困難な
品目群と可能な品目群では、放射性物質の検出状況等が
大きく異なることに鑑み、検査対象自治体をそれぞれ分
けた上で、検査対象品目毎に定める。
　栽培/飼養管理が困難な品目群は、管理の困難性等を考
慮し、検査を継続する必要がある自治体を、検査対象品
目毎に別表（１）のとおり定める。
　原木きのこ類は、生産資材への放射性物質の影響の状
況を考慮し、検査を継続する必要がある自治体を、別表

（１）のとおり定める。
　栽培/飼養管理が可能な品目群（原木きのこ類を除く。）
は、直近３年間の検査結果に基づき、基準値の１／２を
超える放射性セシウムが検出された品目が確認される
など検査を継続する必要がある自治体を、検査対象品目
毎に別表（２）のとおり定める。

食品中の放射性物質に関するモニタリング検査は、原子力災害対策本部（本部
長：内閣総理大臣）が定めた「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考
え方」（令和５年３月30日改正）に基づき、各都道府県で検査計画を策定し、実施
されています。 

過去の検査結果等を分析し、放射性物質の降下・付着、水・農地土壌・大気から食
品への移行、栽培/飼養管理による影響等を踏まえて、基準値を超える可能性が高
いと考えられる品目、地域について、重点的に検査しています。

検討の結果、平成29年度からは、栽培や飼養管理が可能な品目群を中心に検査
の合理化及び効率化を行いました。

各都道府県で実施された食品中の放射性物質の検査結果は、厚生労働省が集約し
公表しています。また、各地方公共団体のウェブサイトなどで公表されています。

答 1

3

2

食品のモニタリング検査とは、
どのようなものですか。

問7

※対象品目は、放射性セシウムの検出レベルの高い食品（野生きのこ類・山菜類、野生鳥獣肉等）、飼養管理の影
響を大きく受ける食品（乳、牛肉）、生産資材への放射性物質の影響の状況から検査が必要な食品（原木きのこ
類）、水産物、出荷制限の解除後の品目等です。

製造、加工食品は、最終製品だけでなく、原材料においても一般食品の基準値が
適用されます。
※ 現行の基準値は、食品衛生法に基づく食品の成分規格として定めるものであり、これに適合しない食品を製

造、輸入、加工、使用、調理、保存、販売することはできません。したがって、基準値を超過する食品を原料とし
て使用することも禁止されます。

乾燥きのこ類など、原材料を乾燥させ、水戻しを行ってから食べる食品につい
ては、原材料である生（乾燥前）の状態と、乾燥品から水戻しして食べる状態で、一
般食品の基準値100Bq（ベクレル）/kgを適用します。

のり、煮干し、するめ、干しぶどうなど原材料を乾燥させ、そのまま食べる食品
は、原材料の状態と製造、加工された状態（乾燥した状態）それぞれで一般食品の
基準値100Bq/kgを適用します。

濃縮スープ、濃縮たれ、濃縮つゆなどの濃縮食品は、使用方法も様々であること
から、原則として、製品状態で一般食品の基準値100Bq/kgを適用します。

食品の調理などの際に使用される木炭や薪などについては、これまでの研究か
ら、放射性セシウムの大部分は食品に移行せず、約９割が燃焼灰※にとどまること
が分かっています。そのため、木炭や薪が燃えた後の燃焼灰が、一般廃棄物の基準
値8,000Bq/kg以下となるように、灰になる割合から逆算して、木炭280Bq/kg、薪
40Bq/kgという当面の指標値を定め管理しています。
※実証試験により、木炭１kgを燃焼させると30g、薪１kgを燃焼させると５gの燃焼灰が発生します。

答 1

3

2
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　そのほか、放射性物質の検出状況等を踏まえ、検査対象自治体を別途指示する。
　また、いずれかの別表に掲げる自治体においては、別表（１）又は（２）において検査対象として指定
されていない他の品目についても、必要に応じて検査を実施する。

３　検査対象品目
　下記の品目とし、過去の検出値（Gｅ検出器による精密検査によるもの）等に基づき、生産者、製造・
加工者の情報が明らかなものを対象として選択する。なお、以下（１）、（２）及び（５）に掲げる品目は、
令和４年４月１日から令和５年２月28日までの検査結果に基づくものであり、令和５年３月１日以降
該当する品目についても対象とする。

（1） 基準値を超える放射性セシウムが検出された品目
① 栽培/飼養管理が困難な品目群

ア 野生のきのこ類・山菜類等（野生の野菜類を含む。）
 野生きのこ類、コシアブラ、ゼンマイ、タケノコ、タラノメ、ワラビ

イ 野生鳥獣の肉類
 イノシシ、クマ、ヤマドリ

（2） 基準値の１／２を超える放射性セシウムが検出された品目（（１）に掲げる品目を除く。）
① 栽培/飼養管理が困難な品目群

ア 野生のきのこ類・山菜類等（野生の野菜類・果実類・種実類を含む。）
 クリ、カヤ

イ 野生鳥獣の肉類
 シカ

② 栽培/飼養管理が可能な品目群
ア 野菜類等（栽培された山菜類を含む。）

 タラノメ、ワラビ
イ 原木きのこ類

 原木シイタケ（露地栽培、施設栽培）
（3） 飼養管理の影響を大きく受けるため、継続的なモニタリング検査が必要な品目

　   乳、牛肉
（4） 生産資材への放射性物質の影響の状況から、栽培管理及び継続的なモニタリング検査が必要な品目

　   原木きのこ類
（5）  水産物（基準値の1/2を超える放射性セシウムが検出された品目）（以下に示すものは品目群による

表記である。具体的な品目群とこれに対応する品目は別添参考の「水産物の類別分類」を参照。）
ア 海産魚種

該当なし
イ 内水面魚種

イワナ・ヤマメ・マス類、アユ
（6） 当該自治体において、令和４年４月１日以降に出荷制限を解除された品目

2 食品の放射性物質に関する規制 食品と放射能Q&A

（7） 乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜類及び乾燥果実類等乾燥して食用に供されるも
の（水戻しして基準値（100Bq/kg）が適用される食品を除く。）等の加工品

（8） 当該自治体内の市町村等ごとに、事故後初めて出荷するものであって、検査実績が無い品目（ただし、
非結球性葉菜類のように品目群単位で、代表的な指標作物を設定して検査をすることもできる。）

（9） 検出状況等に応じて国が別途指示する品目
（参考） （7）の加工品は必要に応じて原料又は製品で検査を行い管理する。

４ 検査対象市町村等の設定
　地域的な広がりを把握するため、生産等の実態や産地表示の状況も踏まえて少なくとも下記の検査
を実施する。

（1）  Ⅱ３の（１）及び（２）の検査（別に定める場合を除く。）は、令和４年４月以降、当該食品分類で基準
値の１／２を超える品目が確認された自治体で、当該品目から基準値の１／２を超える放射性セ
シウムを検出した地域においては市町村ごとに３検体以上、その他の地域においては市町村ごと
に１検体以上（生息等の実態を踏まえ、県内を市町村を越えて複数の区域に分割し、区域単位で３
検体以上とすることもできる。）、それぞれ実施する。（別表中◎及び○）

（2）  検体採取を行う地点の選択に当たっては、土壌中のセシウム濃度、環境モニタリング検査結果、過
去に当該品目の検査で基準値の１／２を超える放射性セシウムを検出した地点等を勘案すると
ともに、放射性セシウム濃度が高くなる原因の一部が判明している品目については、当該要因が
当てはまる地点を優先して選択する。

５ 検査の頻度
　品目の生産・出荷等の実態に応じて計画し、定期的に実施する。野生のきのこ・山菜のように収穫時
期が限定されている品目については、収穫の段階で検査を実施する。Ⅱ３の（３）の検査は、別添に定め
る。
　水産物の検査は、定期的に実施するものとし、漁期のある品目については、漁期開始前に検査を実施
し、漁期開始後は定期的に検査を実施する。また、Ⅱ３の（７）に該当する水産物の各自治体における検
査については、過去の検査結果を考慮して検査の頻度を設定する。
　ただし、基準値を超える又は基準値に近い放射性物質が検出された場合は検査頻度を強化する。ま
た、検査頻度については、必要に応じて国が自治体に別途指示することがある。

６ 検査計画の策定、公表及び報告
　検査計画は、四半期ごとに策定し、ホームページなどで公表するとともに、国に報告する。

７ 検査結果に基づく措置
　基準値を超えた食品については、地方自治体においては食品衛生法により廃棄、回収等の必要な措
置をとる。
　なお、加工食品が基準値を超えた場合には、地方自治体は食品衛生法による措置のほか、原因を調査
し、必要に応じ原料の生産地におけるモニタリング検査の強化等の対策を講じる。

（以下略）
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別表（１）　栽培 / 飼養管理が困難な品目群及び栽培 / 飼養管理が可能な品目群のうち原木きのこ類
【検査対象自治体】

　栽培 / 飼養管理が困難な品目群は、管理の困難性等を考慮し、検査を継続する必要がある自治体。
　栽培 / 飼養管理が可能な品目群のうち原木きのこ類は、生産資材への放射性物質の影響の状況を考慮し、検査を継続する
必要がある自治体。

【検査対象品目】
　直近 1 年間（令和４年４月 1 日から令和５年２月 28 日まで。以下同じ。）の検査結果等に基づき、各自治体における検
査対象として指定されている品目。凡例は以下のとおり。
　　◎： 基準値（水産物においては基準値の１／２）超過が検出されたもの。
　　〇： 基準値の１／２の超過が検出されたもの（基準値超過が検出されたものを除く。）。
　　□：  対象品目の管理の困難性（野生のきのこ類・山菜類等）、移動性（野生鳥獣の肉類）、出荷制限の設定状況（水産物）

を考慮し検査が必要なもの。
　　△： 生産資材への放射性物質の影響の状況から、栽培管理及びモニタリング検査が必要なもの。
　　( －： 直近１年間の検査結果等に基づいた場合、当該自治体において検査対象として区分されないもの。)

（注１）表中◎または○の自治体であっても、別添で検査点数を定めている場合は、別添の検査点数を優先する。
（注２）表中□及び△の自治体は、◎又は○の自治体の検査点数に準じて検査を実施する。
（注３）本文Ⅱ３（６）から（８）までの品目の検査は、別表（１）又は（２）に掲げる自治体において必要に応じて実施する。

　　　なお、本文Ⅱ３（７）に該当する水産物の各自治体における検査は、過去の検査結果を考慮して検査の頻度を設定する。

水産物の類別分類
水産物の放射性物質の検査にあたっては、主な食性、生息水深、これまでの検査結果等を考慮して、下表の各品目群の (a)
及び (b) の列中で放射性セシウム濃度が高い品目を選択して検査し、その結果を品目群に共通する検査結果とすることがで
きる。品目群は最大限まとめられる品目の括であり、各県の判断で細分化することができる。なお、各県が策定する検査計
画には各県が設けた品目群を添付することとする。

注：令和４年４月１日から令和５年 2 月 28 日までのモニタリングによる放射性セシウム濃度の最大値により区分。

　

類　別 100Bq/kgを超えたことがある品目
(a)

50Bq/kg を超えたが
100Bq/kg は超えたことがない品目

(b)

　（参考）

50Bqを超えていないものの、
同類の検査結果や当該種の

これまでの検査結果から
注意が必要な品目

海
産
魚
介
類

ソイ類 クロソイ

スズキ スズキ

淡
水
産
魚
介
類

イワナ・ヤマメ・マス類 イワナ、ヤマメ ブラウントラウト

フナ類・コイ・ウグイ ウグイ、ギンブナ、フナ、コイ

ドジョウ・ホンモロコ・モツゴ ドジョウ、ホンモロコ、モツゴ

ウナギ ウナギ

アユ アユ

モクズガニ モクズガニ
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■検査対象自治体及び検査対象品目

検査対象自治体
青
森
県

岩
手
県

秋
田
県

宮
城
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

千
葉
県

埼
玉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

山
梨
県

長
野
県

静
岡
県

①栽培/飼養管理が困難な品目群
　【検査対象品目及びその対象自治体】

本文Ⅱ3（1）①アの野生のきのこ類・山菜類等 □ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ □ □ ○ □ □ □ □ ◎ ◎ ◎ ◎
本文Ⅱ3（2）①アの野生のきのこ類・山菜類等 □ □ □ □ □ □ □ ○ ○ □ □ □ □ □ □ □ □
本文Ⅱ3（1）①イの野生鳥獣の肉類 □ ◎ □ ◎ ○ ◎ ○ □ ◎ □ □ □ □ ○ □ □ □
本文Ⅱ3（2）①イの野生鳥獣の肉類 □ ○ □ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ○ □
本文Ⅱ3（5）アの海産魚種 - - - - - □ - - - - - -
本文Ⅱ3（5）イの内水面魚類 - - - □ - ◎ - - ◎ □ - - - - - - -

②栽培/飼養管理が可能な品目群のうち原木きのこ類
　【検査対象品目及びその対象自治体】

本文Ⅱ3（2）②ウ及びⅡ3（4）の原木きのこ類 △ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △
（ ：該当なし）

〔別表〕

別表（２）　栽培/飼養管理が可能な品目群（原木きのこ類は除く。）
【検査対象自治体】

　直近３年間の検査結果に基づき、基準値の１／２を超える放射性セシウムが検出された品目が確認されるなど検査を継続する必要
がある自治体。

【検査対象品目】
　直近１年間の検査結果等に基づき、各自治体における検査対象として指定されている品目。凡例は以下のとおり。
　　◎： 基準値超過が検出されたもの。
　　〇： 基準値の１／２の超過が検出されたもの（基準値超過が検出されたものを除く。）。
　　■： 別添において検査対象となっているもの。
　　(－： 直近１年間の検査結果等に基づいた場合、当該自治体において検査対象として区分されないもの。)

検査対象自治体
福
島
県

【検査対象品目及びその対象自治体】
本文Ⅱ３（２）②アの野菜類 ○
別添5の米 ■

　※本文Ⅱ3（3）の乳の検査は、福島県において実施する。
　※本文Ⅱ3（3）の牛肉の検査は、岩手県、宮城県、福島県及び栃木県（別添４の１の（２）を満たす場合を除く。）において実施する。




